
 

 

労働保険事務委託事業主のための 

ᾑ χ︣ԏΦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この手引きは、労働保険事務組合に事務を委託する事業主の皆様を対象に、年度

更新にあたり作成していただくԁᶧ ṍⱧỘ  ẉόԁᶧ ṍⱧỘ ᶧ にかか

る留意点等をまとめたものです。 

ԁᶧ ṍⱧỘ  ẉόԁᶧ ṍⱧỘ ᶧ の労働保険事務組合への提出方法等

年度更新の手続き詳細については、委託先労働保険事務組合にお問い合わせくださ

い。 

 

 

 

宮城労働局総務部労働保険徴収課 

〒983-8585仙台市宮城野区鉄砲町１仙台第４合同庁舎７階 

TEL.022-299-8842 FAX.022-299-8836 

 

R4.3作成 

ᾑχ   とは 

事業主は、新年度のᵵ▄ ᾑ を納付するための申告・納付と、前年度の

保険料を精算するためのᶎ ᾑ の申告・納付の手続（「   」とい

う。）が必要です。 

この   の手続は、例年６月１日から７月10日までの間に行います。 

労働保険の保険料は、毎年４月１日から翌年３月31日までの１年間を単位

とし、その間ですべての労働者（雇用保険については、被保険者）に支払わ

れる賃金の総額に、その事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定

します。 



˓ ԁᶧ ṍⱧỘχᵵ  

建設の事業については、一つの工事に係る請負金額が１億８千万円未満（消費税額

を除く（※））、かつ、概算保険料額が160万円未満の場合に一括して申告することに

なっています。 

立木の伐採の事業については、素材の生産量が 1,000立方メートル未満で、かつ、

概算保険料額が160万円未満の事業について一括扱いができます。 
 

ԁᶧ ṍⱧỘτἰϥ ӽ Ὧχ ♁ 

 これまで定められていた一括有期事業に係る地域要件（一定の地域内で行われることと

する要件）が廃止され、従来、個別に成立させる必要のあった有期事業のうち、平成31年

４月１日以降に開始されたものについては、遠隔地で行われるものも含めて一括されます。 

 なお、建設の事業のうち「機械装置の組立て又は据え付けの事業」は従来どおり、全国

で行う有期事業が一括扱いできます。 

 

ԁᶧ ṍⱧỘᵫ◐ χ ♁ 

 一括有期事業を行う事業主は、それぞれの事業を開始したとき、翌月10日までに一括有

期事業開始届を所轄の労働基準監督署長に提出する必要がありましたが、平成31年度から

この手続きを廃止しています。そのため、平成31年４月１日以降に開始された事業につい

ては、一括有期事業開始届を提出する必要はありません。 

 

˓ χ ρσϥῬⱧ 

 以下の①～③いずれの要件も満たす工事は、一括有期事業の対象となります。 

 ①元請工事 

  元請負により実施した工事（ただし、平成３１年３月３１日までに開始した有期

事業については、有期事業の一括扱いができる区域内で実施したものに限る）。 

 ②請負金額及び概算保険料 

  １工事の請負金額が１億８千万円未満（消費税額を除く（※））、かつ概算保険料

額が１６０万円未満の工事。 

 ③工事期間 

  算定年度（令和2年４月１日から令和3年３月３１日）内に終了した工事。 

  令和 2年３月３１日以前に開始している工事の算入もれがないよう注意してく

ださい。 

 

※平成27年3月31日以前に開始された工事については、１億９千万円未満（消費税額を含む）。 

 

 



˓ ԁᶧ ṍⱧỘ  ẉόԁᶧ ṍⱧỘ ᶧ χ⌠  

①一括有期事業報告書に元請工事を書き出し、それぞれの工事の種類ごとに労務

比率を乗じて、賃金総額を算出します。 

②一括有期事業報告書の作成で算出した「請負金額」、「賃金総額」の計を一括有

期事業総括表に転記して、「保険料額」と「一般拠出金額」を計算します。 
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˓ ԁᶧ ṍⱧỘ  χ⌠ τΤΤϥ Ӫ  

ὺ χⱧỘχ ›ʼ ᾑ χ▄ τψʼˮ Ỳ˯τϢϥ ›ρˮ Ỳᶛ˯τϢϥ ›ΥΚ

ϤϘβʻ 

ˮ Ỳ˯τϢϥ ›ʼ ⌠Ộʼ ⌠ỘϬḯϛζχῬⱧτΣΪϥẸ ỘּיτᾼϩϦϥּיϬḯ

Ϛβϓοχ χיּ ỲϬ ᶎτ Ӄΰ ζ̓χ Ỳ ᶛτ ᾑ Ϭ αο ᾑ Ϭ▄ ΰϘβ  ̒

ԁ ʼẸ Ộּי χ ỲϬ ᶎτ Ӄΰ σΜ ›τψʼ Ỳᶛτ Ϭ αο θᶛ

Ϭ Ỳ ᶛρΰʼάϦτ ᾑ Ϭ αο ᾑ Ϭ▄ ΰϘβʻ 

 

͍ ˰ԁᶧ ṍⱧỘ  ˱τψʼῬⱧṍḧχ Ϟ Ỳᶛχ τΤΤϩϣγʼӟᴞχ Ὧ

Ϭ θββϓοχῬⱧϬṜ∏ΰσΪϦωσϤϘδϭʻ 

Τϣיּ ̕ Ϊ μθῬⱧˢᾕ ῬⱧˣπΚϥάρʻ 

̕ 4Ὦ 1 Τϣ 3Ὦ 31 Ϙπτ ΰθῬⱧπΚϥάρˢᵫ◐Ⱳṍψ ΜϘ

δϭˣ̒  

χ 4Ὦ 1 ӟτ ˢᾋ₅ϙˣχῬⱧψʼם∑τῬⱧΥ ΰθ χ ρ

σϤϘβʻ 

̕ 27 4 Ὦ 1 ӟτᵫ◐ΰθῬⱧϬṜ∏βϥ ›ψʼ ỲᶛΤϣ Ϭ

ΜθᶛϬṜ∏ΰϘβʻζϦӟ τᵫ◐ΰθῬⱧΥΚϥ ›ψʼⱧ ›τᶎ ΰοΨι

ήΜʻ 

 

͎ άχ  ψʼӟᴞχ τ Ӫΰο⌠ ḻΜϘβʻ 

 ˮⱧỘχ ˯έρτ⌠ ΰϘβʻ 

Πωʼ ῬⱧσςχˮ35 ὺ ⱧỘ˯ρʼ ϞṌ ὺ χ ῬⱧσςχˮ38 

Ṍ ὺ ῬⱧỘ˯Ϭ︣ᶝΪθ ›ψʼᾖ ρΰοζϦηϦ 1 γν⌠ ΰϘβʻ 

θιΰʼ1˙2“π Ϙϥ ›ψʼ α ♠τṜ∏ΜθιΜοϜ ΜϘδϭʻ 

 

 ˮⱧỘχ τ˯ψ Ῥ̓Ⱨχ Υ Τϥ σ ᾝπṜ∏ḻΜϘβʻ̔̀ ẶⱧỘχ ›ψʼ

Ἰ ῬⱧ ϬṜ∏ΰϘβʻϘθʼ ỲᶛΥ 500 ד χῬⱧψʼˮ ̓̓ ῬⱧʼᵰ̚

Ὧ˯χϢΞτʼ αⱧỘχ πϘρϛοṜ∏βϥάρϜᴦ πβʻ 

 

˲ ӪΜθιΦθΜṜ∏χ  ˳ 

̕ ⱧỘ χỘ ˢῬⱧχ ˣΥˮ35 ὺ ⱧỘ˯πΚϥάρΤϣʼβϓοχῬⱧϬˮ35 

ὺ ⱧỘ˯τṜ∏ ʾʾʾ ῬⱧ τϢμοˮⱧỘχ ˯Υ ϩϤϘβʻ 

̕ ˮ̓̓ ˯ˮ ῬⱧ˯ριΪṜ∏ ʾʾʾ ῬⱧχ Υ ΤϤϘδϭʻ 

̕ ˮзТ϶˔Э˯ριΪṜ∏ ʾʾʾ ᵰ Ϟᴒ₢ʼ ᵠ ῬⱧψˮ35 ὺ ⱧỘ˯̓

Ϟὺ χἋ ʾ ṓʾẚ σςχῬⱧψˮ38 Ṍ ὺ ῬⱧỘ˯ρσϤ

Ϙβʻ 

̕ ˮᵔ ῬⱧ˯ʾ ʾʾᵔ ΰθⱢ∙χ ϬζχϘϘ Μο™ ► βϥάρϬ ρ

ΰθᵔ ῬⱧψˮ35 ὺ ⱧỘ˯̒ ᾖἹϬρςϛσΜ ᵔ ˢ ᵗˣβϥ ›ψˮ37 ζχ

χὺ ⱧỘ˯ρσϤϘβʻ 



Ū 

ū Ŭ ŭ

̕ Ṑ Ϭ Μθ ῬⱧϬ Ξ ψˮ37 ζχה χὺ ⱧỘ˯ρσϤϘβΥʼ Ϙ

θψ︣ῬἇχϙˢЎϴ˔рЊ˔ϬḯϚˣϬ Μο χ⅝ Ḛ ϞϹ˔ДИрϽʼ

χ Ϙθψ ˢ︣ ϦˣϬ“Ξ⌠ỘˢΜϩϠϥˮ ᴒήϭ˯x ψˮ95 Ộ˯χ

ρσϤʼ ˮ6˯πχ ρσϤϘβʻ 

̕ ˮ36 Ṑᵣ χ οϘθψ Ϊ˯ρΰοṜ∏ ʾʾ  ʾ 16χ τᾢμθ ᶓ

ᶝΤϤσ ʾФжрЕτΣΪϥ ʾ ΪῬⱧρσϤϘβʻ 

 

̞ ˮⱧỘχ ˯Υ σ ›ψʼⱧ ›Ϙθψ ṁ ḗ τΣ Μ›ϩδḻΜ

Ϙβʻ 

 

 ˮⱧỘχṍḧ˯τψʼῬⱧἸ Ϭ╥―τʼם∑τΤΤμθṍḧϬṜ∏ḻΜϘβʻϘ

θʼ Ὦ ψ δγτṜ∏ḻΜϘβʻ 

3 Ὦ τῬⱧ ΰθΥʼζχ χ τḯϙ ϦθῬⱧΥΚμθ ›ψʼⱧ

› τέיּ ΨιήΜʻ 

 

 ˮ Ỳᶛχ ˯τψʼ 27 4Ὦ 1 ӟτᵫ◐ΰθῬⱧχ ›ʼ Φχ

ỲᶛϬṜ∏ḻΜϘβʻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

͏ Ộ χ  τνΜο 

ˮ35 ὺ ⱧỘ˯π ΰοΜθΥʺⱲ χӱϤ ϩϤρρϜτʼῷ τˮ38 Ṍ ὺ

ῬⱧỘ˯Υ ΨσμθρΜΞ ›ψʼỘ χ  ︣ ΦΥ πβʻ 
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ԁᶧ ṍⱧỘχˮ χ˯יּ Ӥ 

 元請事業場及び下請事業場の事業主は、対象労働者となりません。 

 
 

˓ ԁ Ấ ỲτνΜο 

「一般拠出金」とは、石綿による健康被害の救済に関する法律の規定に基づき、す

べての労災保険適用事業主にいただくものです。 

労働保険の確定保険料の申告の際にあわせて申告・納付します。 

賃金総額に一般拠出金率（0.02／1000）を乗じて算定します（１円未満切り捨て）。 
 

˓ ⱧỘ︠ ᴥ τνΜο 

 労災保険は本来、労働者の業務又は通勤による災害に対して保険給付を行う制度で

すが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などから特に労働者に準じ

て保護することが適当であると認められる一定の人に、特別に任意加入を認めていま

す。これが特別加入制度です。 
 

＜中小事業主等特別加入者の範囲＞ 

常時使用労働者数300人以下（金融業・保険業・不動産業・小売業は50人以下。卸売業、サ

ービス業は100人以下）の事業主及び労働者以外で事業主の事業に従事する人 

＜加入の一般要件＞ 

 中小事業主等が特別加入するためには、以下の要件を満たし、都道府県労働局長の承認を受

ける必要があります。 

・雇用する労働者について保険関係が成立していること 

 ・労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること 

＜特別加入保険料＞ 

 年間保険料は、保険料算定基礎額（給付基礎日額×365）にそれぞれの事業に定められた保険

料率を乗じたものになります。給付基礎日額（3,500円～25,000円）は保険料や休業給付など

給付額を算定する基礎となるものです。 

 

特別加入制度の詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。 

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-5.html

←点線の範囲内が「労働者」となります。 



˓ ← ᾑ ⱧỘ⇔ ˢ ˣ 

事業の種 

類の分類 

事業の 

種類の 

番号 

事業の種類 事業の種類の細目 

（単位は

1/1000） 

労災保険率 

林 業 02 

又は 

03 

林業 Ａ 木材伐出業 

0201 伐木、造材、集材若しくは運材の事業又はこれら

に付随する事業 

Ｂ その他の林業 

0301植林若しくは造林の事業又はこれらに付随する事業 

0302 竹の伐出業 

0304 薪の切出製造若しくは木炭の製造又はこれらに付

随する搬出の事業 

0303 その他の各種林業 

60 

漁 業 11 海面漁業((12)定置網

漁業又は海面魚類養殖

業を除く。） 

1101 海面において行う水産動物(貝類を除く。）の採捕

の事業 

18 

12 定置網漁業又は海面

魚類養殖業 

1201 海面において定置網を用いて行う漁業 

1202 海面において行う魚類の養殖の事業 

38 

鉱 業 21 金属鉱業、非金属鉱

業((23)石灰石鉱業

又はﾄﾞﾛﾏｲﾄ鉱業を除

く）又は石炭鉱業 

2101 金属鉱業 

2102 非金属鉱業 

2103 無煙炭鉱業 

2104 れき青炭鉱業 

2105 その他の石炭鉱業 

88 

23 石灰石鉱業又はﾄﾞﾛﾏ

ｲﾄ鉱業 

2301 石灰石鉱業又はﾄﾞﾛﾏｲﾄ鉱業 16 

24 原油又は天然ｶﾞｽ鉱

業 

2401 原油鉱業 

2402 天然ｶﾞｽ鉱業又は圧縮天然ｶﾞｽ生産業 

2.5 

25 採石業 2501 花こう岩、せん緑岩、斑糲岩、かんらん岩、斑岩、

玢岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、礫岩、砂岩、

頁岩、粘板岩、ぎよう灰岩、片麻岩、蛇紋岩、結晶片岩、

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母又はひる石

の採取業 

2502 その他の岩石又は粘土等の採取業 

49 

26 その他の鉱業 2601 砂鉱業 

2602 石炭選別業 

2603 亜炭鉱業(亜炭選別業を含む。） 

2604 砂利、砂等の採取業 

26 

建設事業 31 水力発電施設、隧道

等新設事業 

3101 水力発電施設新設事業 

3102 高えん堤新設事業 

3103 隧道新設事業 

62 

32 道路新設事業 3201 道路の新設に関する建設事業及びこれに附帯して

行われる事業 

11 

33 ほ装工事業 3301 道路、広場、ﾌﾟﾗﾂﾄﾎｰﾑ等のほ装事業 

3302 砂利散布の事業 

3303 広場の展圧又は芝張りの事業 

9 

34 鉄道又は軌道新設事

業 

次に掲げる事業及びこれに附帯して行われる事業 

3401 開さく式地下鉄道の新設に関する建設事業 

9 



3402 その他の鉄道又は軌道の新設に関する建設事業 

35 建設事業((38）既設建

築物設備工事業を除

く。） 

次に掲げる事業及びこれに附帯して行われる事業 

3501 鉄骨造り又は鉄骨鉄筋若しくは鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造りの

家屋の建設事業 

3502 木造、れんが造り、石造り、ﾌﾞﾛﾂｸ造り等の家屋の

建設事業 

3503 橋りよう建設事業 

イ 一般橋りようの建設事業 

ロ 道路又は鉄道の鉄骨鉄筋若しくは鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造り

の高架橋の建設事業 

ハ 跨線道路橋の建設事業 

ニ さん橋の建設事業 

3504 建築物の新設に伴う設備工事業 

イ 電話の設備工事業 

ロ 給水、給湯等の設備工事業 

ハ 衛生、消火等の設備工事業 

ニ 暖房、冷房、換気、乾燥、温湿度調整等の設備工事

業 

ホ 工作物の塗装工事業 

ヘ その他の設備工事業 

3507 建築物の新設に伴う電気の設備工事業 

3508 送電線路又は配電線路の建設（埋設を除く。）の事

業 

3505 工作物の解体（一部分を解体するもの又は当該工

作物に使用されている資材の大部分を再度使用するこ

とを前提に解体するものに限る。）、移動、取りはずし又

は撤去の事業 

3506 その他の建築事業 

イ 野球場、競技場等の鉄骨造り又は鉄骨鉄筋若しく

は鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造りのｽﾀﾝﾄﾞの建設事業 

ロ たい雪覆い、雪止め柵、落石覆い、落石防止柵等

の建設事業 

ハ 鉄塔又は跨線橋(跨線道路橋を除く。）の建設事業 

ニ 煙突、煙道、風洞等の建設事業 

ホ やぐら、鳥居、広告塔、ﾀﾝｸ等の建設事業 

ヘ 門、塀、柵、庭園等の建設事業 

ト 炉の建設事業 

チ 通信線路又は鉄管の建設(埋設を除く。）の事業 

リ 信号機の建設事業 

ヌ その他の各種建築事業 

9.5 

 38 既設建築物設備工事

業 

3801 既設建築物の内部において主として行われる次に

掲げる事業及びこれに附帯して行われる事業 

イ 電話の設備工事業 

ロ 給水、給湯等の設備工事業 

ハ 衛生、消火等の設備工事業 

ニ 暖房、冷房、換気、乾燥、温湿度調整等の設備工事

業 

12 



ホ 工作物の塗装工事業 

へ その他の設備工事業 

3802 既設建築物の内部において主として行われる電気

の設備工事業 

3803 既設建築物における建具の取付け、床張りその他

の内装工事業 

36 機械装置の組立て又

はすえ付けの事業 

次に掲げる事業及びこれに附帯して行われる事業 

3601 各種機械装置の組立て又はすえ付けの事業 

3602 索道建設事業 

6.5 

37 その他の建設事業 次に掲げる事業及びこれに附帯して行われる事業 

3701 えん堤の建設事業  

3702 隧道の改修、復旧若しくは維持の事業又は推進工

法による管の埋設の事業 

3703 道路の改修、復旧又は維持の事業  

3704 鉄道又は軌道の改修、復旧又は維持の事業  

3705 河川又はその附属物の改修、復旧又は維持の事業  

3706 運河若しくは水路又はこれらの附属物の建設事業  

3707 貯水池、鉱毒沈澱池、ﾌﾟｰﾙ等の建設事業  

3708 水門、樋門等の建設事業  

3709 砂防設備の建設事業  

3710 海岸又は港湾における防波堤、岸壁、船だまり場

等の建設事業  

3711 湖沼、河川又は海面の浚 渫、干拓又は埋立ての事

業  

3712 開墾、耕地整理又は敷地若しくは広場の造成の事

業 

3719 造園の事業  

3713 地下に構築する各種ﾀﾝｸの建設事業  

3714 鉄管、ｺﾝｸﾘｰﾄ管、ｹｰﾌﾞﾙ、鋼材等の埋設の事業 

3715 さく井事業 

3716 工作物の解体事業 

3717 沈没物の引揚げ事業 

3718 その他の各種建設事業 

15 

製 造 業 41 食料品製造業 4101 食料品製造業 

4112 たばこ等製造業 

6 

42 繊維工業又は繊維製

品製造業 

4201 繊維工業又は繊維製品製造業 4 

44 木材又は木製品製造

業 

4401 木材又は木製品製造業 14 

45 ﾊﾟﾙﾌﾟ又は紙製造業 4501 ﾊﾟﾙﾌﾟ又は紙製造業 6.5 

46 印刷又は製本業 4601 印刷又は製本業 3.5 

47 化学工業 4701 化学工業 4.5 

48 ｶﾞﾗｽ又はｾﾒﾝﾄ製造業 4801 ｶﾞﾗｽ又はｾﾒﾝﾄ製造業 6 

66 ｺﾝｸﾘｰﾄ製造業 6601 ｺﾝｸﾘｰﾄ製造業 13 

62 陶磁器製品製造業 6201 陶磁器製品製造業 18 

49 その他の窯業又は土 4901 その他の窯業又は土石製品製造業 26 



石製品製造業 

50 金属精錬業 5001 金属精錬業 6.5 

51 非鉄金属精錬業 5101 非鉄金属精錬業 7 

52 金属材料品製造業

((53)鋳物業を除く。) 

5201 金属材料品製造業 5.5 

53 鋳物業 5301 鋳物業 16 

54 金属製品製造業又は

金属加工業((63)洋食

器、刃物、手工具又は一

般金物製造業及び(55)

めつき業を除く。） 

5401 金属製品製造業又は金属加工業 10 

63 洋食器、刃物、手工

具又は一般金物製造

業((55)めつき業を除

く。） 

6301 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業 6.5 

55 めつき業 5501 めつき業 7 

56 機 械 器 具 製 造 業

((57)電気機械器具製

造業、(58)輸送用機械

器具製造業、(59)船舶

製造又は修理業及び 

(60)計量器、光学機械、

時計等製造業を除く。） 

5601 機械器具製造業 5 

57 電気機械器具製造業 5701 電気機械器具製造業 2.5 

58 輸送用機械器具製 

造 業((59)船舶製造又

は修理業を除く。） 

5801 輸送用機械器具製造業 4 

59 船舶製造又は修理業 5901 船舶製造又は修理業 23 

60 計量器、光学機械、

時計等製造業((57)電

気機械器具製造業を除

く。） 

6001 計量器、光学機械、時計等製造業 2.5 

64 貴金属製品、装身具、

皮革製品等製造業 

6401 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 3.5 

61 その他の製造業 6102 ﾍﾟﾝ、ﾍﾟﾝｼﾙその他の事務用品又は絵画用品製造業 

6104 可塑物製品製造業(購入材料によるものに限る。） 

6105 漆器製造業 

6107 加工紙、紙製品、紙製容器又は紙加工品製造業 

6108 竹、籐又はきりゆう製品製造業 

6109 わら類製品製造業 

6110 くずｺﾞﾑ製品製造業 

6115 塗装業 

6116 その他の各種製造業 

6.5 

運 輸 業 71 交通運輸事業 7101 鉄道、軌道又は索道による旅客又は貨物の運送事

業 

7102 自動車又は軽車両による旅客の運送事業 

7104 航空機による旅客又は貨物の運送事業 

4 



7105 船舶による旅客の運送事業 

7103 自動車、航空機等を使用して宣伝、広告、測量等

を行なう事業 

7106 その他の交通運輸事業 

72 貨物取扱事業 7201 停車場、倉庫、工場、道路等における貨物取扱い

の事業 

7202 貨物の積みおろし又は集配を伴う鉄道軌道又は索

道による貨物の運送事業 

7203 自動車又は軽車両による貨物の運送事業 

7206 船舶による貨物の運送事業 

7204 貨物の荷造り又はこん包の事業 

7205 自動車により砂利その他の土石を運搬して販売す

る事業 

9 

73 港湾貨物取扱事業

((74)港湾荷役業を

除く。） 

7301 港湾の上屋、倉庫等における貨物取扱いの事業 

7302 はしけ又は引船による貨物の運送事業 

9 

74 港湾荷役業 7401 沿岸において船舶に荷を積み又は船舶から荷をお

ろすために貨物を取り扱う事業 

7402 船舶内において船舶に荷を積み又は船舶から荷を

おろすために貨物を取り扱う事業 

13 

電気、ｶﾞ

ｽ、水道又

は熱供給

の事業 

81 電気、ｶﾞｽ、水道又は

熱供給の事業 

Ａ 電気業水道又は熱供給の事業 

8101 発電、送電、変電又は配電の事業 

Ｂ ｶﾞｽ業 

8102 天然ｶﾞｽの採取供給又はｶﾞｽの製造供給の事業 

8103 天然ｶﾞｽ又はｶﾞｽの供給の事業 

Ｃ 水道業 

8104 上水道業 

8105 下水道業 

Ｄ 熱供給業 

8106 熱供給業 

3 

その他の

事業 

95 農業又は海面漁業以

外の漁業 

9501 土地の耕作又は植物の栽植、栽培若しくは採取の

事業その他の農業 

9502 動物の飼育若しくは畜産の事業又は養蚕の事業 

9503 水産動植物の採捕又は養殖の事業 

13 

91 清掃、火葬又はと畜

の事業 

9101 清掃業 

9102 火葬業 

9103 と畜業 

13 

93 ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ業 9301 ﾋﾞﾙの総合的な管理等の事業 5.5 

96 倉庫業、警備業、消

毒又は害虫駆除の事

業又はｺﾞﾙﾌ場の事業 

9601 倉庫業 

9602 警備業 

9603 消毒又は害虫駆除の事業 

9606 ｺﾞﾙﾌ場の事業 

6.5 

97 通信業、放送業、新

聞業又は出版業 

9701 通信業 

9702 放送業 

9703 新聞業又は出版業 

2.5 

98 卸売業・小売業、飲 9801 卸売業・小売業 3 



食店又は宿泊業 9802 飲食店 

9803 宿泊業 

99 金融業、保険業又は

不動産業 

9901 金融業 

9902 保険業 

9903 不動産業 

2.5 

94 その他の各種事業 9411 広告、興信、紹介又は案内の事業 

9412 速記、筆耕、謄写印刷又は青写真業 

9418 映画の製作、演劇等の事業 

9419 劇場、遊戯場その他の娯楽の事業 

9420 洗たく、洗張又は染物の事業 

9421 理容、美容又は浴場の事業 

9422 物品賃貸業 

9423 写真、物品預り等の事業 

9425 教育業 

9426 研究又は調査の事業 

9431 医療業 

9432 社会福祉又は介護事業 

9433 幼稚園 

9434 保育所 

9435 認定こども園 

9436 情報サービス業 

9416 前各項に該当しない事業 

3 

※労災保険率適用事業細目表（H28.4.1施行） 

※労災保険率（H30.4.1施行） 

 


